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利根町教育委員会定例会会議録 

──────────────────── 

平成 30年 3月 28日  午後 2時 30分開会 

──────────────────── 

1．出 席 委 員 

                 教 育 長   杉 山 英 彦 君 

                 教育長職務代理者   武 谷 昭 子 君 

                 委 員   木 村 矩 男 君 

                 委 員   佐 藤 忠 信 君 

                 委 員   村 上 盛 一 君 

 

1．欠 席 委 員 

                 な     し 

 

1．出席事務局職員 

学 校 教 育 課 長   寺 田   寛 君 

指 導 室 長   直 井 由 貴 君 

生 涯 学 習 課 長   野 田 文 雄 君 

                 学校教育課長補佐   大 越 克 典 君 

学校教育課長補佐   河 村   明 君 

学校教育課係長   布 袋 哲 朗 君 

 

1．議 事 日 程 

────────────────────────── 

議  事  日  程 

                          平成 30年 3月 28日（水曜日） 

                          午後 2時 30分開会 

 

日程第 1 報告第 4号 教職員の休暇等の専決処分について 

報告第 5号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（平成 30年 2月

分） 

 日程第 2 議案第 5号 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について 

議案第 6号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 7号 利根町社会教育指導員の委嘱について 

議案第 8号 町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の制

定に伴う協議について 
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 日程第 3 そ の 他  平成 29年度定期監査報告書について 

学校給食食材放射能検査の終了について 

 

1．本日の会議に付した事件 

 日程第 1 報告第 4号 教職員の休暇等の専決処分について 

      報告第 5号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（平成 30年 2月

分） 

 日程第 2 議案第 5号 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について 

議案第 6号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 7号 利根町社会教育指導員の委嘱について 

議案第 8号 町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の制

定に伴う協議について 

 日程第 3 そ の 他  平成 29年度定期監査報告書について 

学校給食食材放射能検査の終了について 

────────────────────────── 

午後 2時 30分 

○教育長（杉山英彦君） それでは，お忙しい中，お集まりいただきましてありがとうござ

います。 

 ただいまより，平成 30年 3月の教育委員会定例会を開会いたします。 

 きょうご審議いただく議案は，報告が 2件，議案 4件の計 6件でございます。 

 議題に入ります前に，報告第 4号 教職員の休暇等の専決処分について，及び議案第 5号 

学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱から議案第 7号 利根町社会教育指導員の委嘱まで

につきましては，人事に関する案件でございますので，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 14条第 7項のただし書きに基づき，非公開としたいと思いますが，いかがでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） ただいまご承認いただきましたので，報告第 4号及び議案第 4号

から議案第 7号までにつきましては，非公開といたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 日程第 1 報告第 4号 教職員の休暇等の専決処分についてを議

題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

 

〔「非公開」により省略 〕 

 

 それでは，報告第 4号 教職員の休暇等の専決処分につきましては，原案のとおり承認い
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たします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして，報告第 5号 利根町教育委員会後援名義の使用承認

について（平成 30年 2月分）を議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（寺田 寛君） それでは，報告第 5号 利根町教育委員会後援名義の使用

承認の平成 30年 2月分についてご説明いたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25条第 3項及び利根町教育委員会事務委任

規則第 4 条第 2 項の規定により報告するもので，5 件の申請があり，承認をいたしました。 

 1ページおめくりいただきまして，別紙をごらんください。 

 まず 1件目ですが，利根町地固め唄保存会が平成 30年 3月 24日（土）に，利根町公民館

におきまして，利根町地固め唄「設立 30周年記念講演」を開催いたしました。 

 事業の目的は，平成元年 4月に設立された利根町地固め唄保存会が，平成 30年に設立 30

年を迎えるに当たり，30 周年記念事業として地域に根ざした民俗芸能であり，茨城県指定

無形民俗文化財である「地固め唄」を利根町民に広く伝え，地固め唄の伝承と保存を図るこ

とを目的に開催したものでございます。 

 次に，2 件目ですが，利根町体育協会ソフトボール部が，平成 30 年 4 月 1 日（日）に利

根町緑地運動公園野球場において，「第 16回利根町女子親善ソフトボール大会」を開催いた

します。目的は，大会の開催により，利根町のソフトボールを活性化し，近隣市町村のソフ

トボールプレイヤーとの交流，親善を図り，地域の発展に寄与するとともに，利根町ソフト

ボール審判員の技術向上を目指すことを目的に開催するものでございます。 

 次に，3件目ですが，とりで・市民ミュージカル実行委員会が平成 30年 4月 28日（土），

29 日（日）の 2 日間にわたり，取手市立かたらいの郷で「ミュージカルを体験しよう！」

を開催いたします。 

 目的は，小学校 1年生からシニアまでさまざまな世代の仲間で，ミュージカルの基礎を体

験することで，表現することの楽しさを体感するとともに，さまざまな世代の良さを認め合

うことを目的に開催するものでございます。 

 次に，裏のページをごらんください。 

 4件目ですが，利根写楽会が平成 30年 5月 9日（水）から 15日（火）までの 1週間にわ

たり，利根町役場多目的ホールにおきまして，「第 35回利根写楽会 20周年記念写真展」を

開催いたします。目的は，写楽会の設立 20周年を記念して，利根町の自然や催事などを題

材とした作品を展示し，作品を通じて町民に改めて町の良さを見直ししていただくことを

目的に開催するものでございます。 

 最後に 5件目ですが，大相撲龍ケ崎場所実行委員会が，平成 30年 8月 9日（木）に龍ケ

崎市総合体育館たつのこアリーナで「平成 30年夏巡業 大相撲龍ケ崎場所」を開催いたし

ます。目的は，国技と称される相撲を通じて健全な社会の発展に貢献すること，龍ケ崎及び
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周辺地域文化の振興を図ること，心身鍛練の大切さを通じて青少年の健全育成に寄与する

こと，そして，相撲の魅力を広く啓蒙し，相撲競技の普及を図ることを目的に開催するもの

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見，ご質問ございますか。 

 1件目の地固め唄保存会「設立 30周年記念公演」につきましては，先週の 24日に実施さ

れまして，民謡民舞の会と合同で発表会を行っていました。盛大にたくさんの方に来ていた

だいて，子どもたちも文間小学校の 4年生が 15名ほど参加されて，公演を先に見させてい

ただいたわけですが，すばらしい発表だったかなと思います。 

 あと，今度の 4 月 1 日（日）に行われます第 16 回利根町女子親善ソフトボール大会は，

近隣の十何チームが参加して実施されます。私も，開会式等に呼ばれておりまして，ご挨拶

をさせていただきますけれども，若い人もいるんですが，年々，高齢化も進んできていて，

なかなかチームのメンバーをそろえるのが難しいみたいなことをおしゃっていました。 

 以前は，利根町でも数チームあったらしいんですけれども，今は１チームしか参加できな

いみたいですが，スポーツを通じて親善，近隣の龍ケ崎や土浦，千葉県のほうからも参加し

ていただけるということですので親善を深めてもらい，それから審判の講習も含めて実技

指導，技術の向上を目指すというのを目的にしているみたいなので，いろいろな幅広い交流

が図られるんじゃないかなと思います。 

 それから，龍ケ崎市で行われる「夏巡業 大相撲龍ケ崎場所」ということで，これは町の

ほうでも後援をさせていただいていますので，多目的ホールのテレビにも私がちょっと映

っていますけれども，琴欧州さんが直接，後援依頼にいらっしゃいました。ぜひ見に来てく

ださいということでした。 

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは，報告第 5 号 利根町教育委員会後援名義の使用承認

（平成 30年 2月分）につきましては，原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして，日程第 2，議案第 5号 学校医・学校歯科医・学校

薬剤師の委嘱についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

 

〔「非公開」により省略 〕 

 

では，議案第 5号 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱につきましては，原案のとお

り承認いたします。 
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────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして，議案第 6号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱に

ついてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

 

〔「非公開」により省略 〕 

 

 では，議案第 6号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱につきましては，原案のとおり承

認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして，議案第 7号 利根町社会教育指導員の委嘱について

を議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

 

〔「非公開」により省略 〕 

 

 それでは，議案第 7号 利根町社会教育指導員の委嘱につきましては，原案のとおり承認

いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして，議案第 8号 町長の権限に属する事務の委任及び補

助執行に関する規則の制定に伴う協議についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（寺田 寛君） それでは，議案第 8号 町長の権限に属する事務の委任及

び補助執行に関する規則の制定に伴う協議についてをご説明いたします。議案を 1 ページ

お開きください。 

 提案理由にもございますように，地方自治法第 180 条の 2 の規定による町長の権限に属

する事務の委任及び補助執行に関する規則制定に伴い協議があり，利根町教育委員会事務

委任規則第 2条第 20号の規定により，教育委員会の議決を得る必要があるため，提案する

ものでございます。右側のページ，町長からの通知文をごらんください。 

 「町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則制定に伴う協議について」と

いうことで，1番，教育委員会に委任する事務としまして， 

 （1）利根町コミュニティーセンター条例の施行に関すること。 

 （2）青少年の健全育成に関すること。 

 （3）利根町青少年問題協議会設置条例の施行に関すること。 

 この三つが挙げられております。 

 次に，2 番，所属職員をして補助執行させる事務としまして，1，各行政委員会に共通す
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る事務としましては， 

 （1）議会に付すべき議案の作成に関すること。 

 （2）予算の編成要求に関すること。 

 （3）契約の締結及び予算執行その他財務に関すること。 

 （4）教育財産を除く物品の管理及び処分に関すること。 

次のページをお開きください。 

2としまして，教育委員会に関する補助執行事務としまして 

 （1）所管に係る施設の使用料及び手数料の徴収に関すること。 

 （2）教育財産の取得，管理及び処分に関すること。 

 （3）国及び県の補助金等の申請及び報告に関すること。 

 （4）寄附の受納に関すること。 

 （5）教育に関する大綱の策定に関すること。 

 （6）総合教育会議に関すること。 

 という以上の項目につきまして，既に規定されている委任規則の内容も含めまして，町長

の権限に属する事務の一部を行政委員会等に委任，または補助執行させるために必要事項

を整備した統一的な規則の制定を行うものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見，ご質問ございますか。 

○委員（木村矩男君） 今まではどういう形でやっていたんですか。 

○学校教育課長（寺田 寛君） 実際には，規則の内容について教育委員会でやっていたん

ですけれども，法整備がなされていなかったので，今回これを整理して，規則に位置づけま

しょうということです。 

○委員（佐藤忠信君） ３の補助執行を命ずる職員ということで，教育委員会事務局職員で

カッコして学校教育課と生涯学習課とあるんですが，指導室は学校教育課の中に入るんで

しょうか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 抜けています。予算要求，契約の締結等，指導室分につ

いては指導室で行いますので，これは抜けています。総務課のほうに話をして修正しますの

で，学校教育課職員のあとに，指導室職員を追加願います。 

○教育長（杉山英彦君） ほかに何かありますか。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは，議案第 8号 町長の権限に属する事務の委任及び補助

執行に関する規則の制定に伴う協議につきましては，原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 日程第 3，その他 平成 29 年度定期監査報告書について，担当
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課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（寺田 寛君） それでは，平成 29年度定期監査報告書につきましてご説

明いたします。報告書の 1ページをお開きください。 

 この定期監査につきましては，利根町監査委員より定期的に監査を実施しているもので，

教育委員会所管の学校教育課，生涯学習課，指導室の事業及び予算の執行状況に対して，監

査が行われたものでございます。 

 対象期間につきましては，平成 29年 4月 1日から 12月 31日までで，その間に執行した

事業に対しまして，平成 30 年 2 月 13 日，15 日の 2 日間にわたり監査を実施されたもので

ございます。 

 次の 2ページをお開きください。 

 監査の結果につきまして，こちらのページの下のほうに，予算の執行状況，負担金等の支

出状況及び契約の執行状況につきましては，「おおむね適正に執行された」との監査結果と

なっております。 

 また，その際，意見及び指摘事項につきましては，記載のとおりでございまして，監査委

員において何点かご意見，ご指摘をいただいているところでございます。内容につきまして

はご確認いただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見，ご質問ございますか。 

○委員（佐藤忠信君） 監査は，やはり数字がメーンになるものですよね。指定資料には，

事務事業の状況や事務分掌も入っているんですけれども，歳入歳出予算の執行状況，支出状

況等がありますから。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 基本は，予算の執行状況で，予算の執行率が 80％未満

のもの，10万円以上の残金があるものについて，12月末現在なんですが，今後支出する予

定があるとか，支出しなければ何で残ったのかとか説明を行い，監査を受け，監査委員から

ご指摘いただいております。 

 それ以外に，学校につきましては，備品等，特に学校の教材などの備品にについて，学校

まで行きまして台帳との照合を行うなどの監査を実施しております。 

○委員（佐藤忠信君） 監査の重点のところに，「最小の経費で最大の効果をあげているか」

というのがあるんですが，これが教育に当てはまるかというのが疑問なんですが。教員は，

残業もしますから，教材とかの判断が難しいと思うんですよね。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） そうですね。その辺は予算編成のときにも，教材なんか

は各学校全て同じような教材のものを使うとか，教育委員会のほうで教材を確認したりと

か，ほかの学校の備品台帳を確認したりして，新規で購入する場合には，できる限り統一す

る方向で行っています。 

○委員（佐藤忠信君） そうですか，わかりました。 
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○委員（村上盛一君） この監査というのは何人。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 監査委員 2名です。 

○委員（村上盛一君） 例えばこの学校教育課なんかのこの意見，指摘事項なんていうのは，

ICTのことが書かれていますけれども，どういうようなものを求めて，こういう判断をされ

たのか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 資料は１ページの指定資料を提出して，ヒアリングを行

っています。また，学校教育課職員と学校のほうも行きまして，備品の確認等を行っており

ます。 

○委員（村上盛一君） かなり厳しく，ICTを活用した教育をより一層充実させるという意

見がされていますよね。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） この ICTは平成 29年度にタブレットなどをちょうど導

入していて，備品の確認などの際に気付かれたのかなと思います。せっかく導入したので活

用してくださいというような意見だと思います。 

○委員（村上盛一君） 今の時代にまさに的を射た指摘ですよね。 

○委員（佐藤忠信君） あとは，それを扱う教師の方がいかに使いこなすかという，そこの

教育が必要ということですよね。 

○学校教育課長補佐（大越克典君） ICT支援員を雇っていまして，その方にいろいろ先生

方の助っ人みたいな形でやってもらっているところです。 

○教育長（杉山英彦君） ほかに何かありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして，学校給食食材放射能測定検査の終了についてを，担

当課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（寺田 寛君） それでは，学校給食食材放射能測定検査の終了についてご

説明いたします。 

 小中学校の学校給食食材の放射能測定検査につきましては，平成 23年 10月 13日から開

始しまして，毎週水曜日実施してまいりました。その後，平成 26 年 4 月より消費税が 8％

になり，食材が高騰するなど学校給食運営に支障が生じる恐れがあることから，平成 27年

9月 2日から月 2回の測定に変更をしております。 

 これまでの測定結果につきましては，放射線セシウムの検出については，ございませんで

した。ページをめくっていただくと，当初からの，平成 23年度から 29年度までの全ての測

定結果を添付してございますので，ご確認していただきたいと思うんですが，全て検出はさ

れていないという状況になっております。 

 これらのことから，放射線の検出がなかったことや夏休みの短縮によりまして，給食日数

の増加や食材等の高騰によりまして，学校給食運営に支障が生じるおそれがあることから，

本年 3月末をもちまして放射能測定検査を終了するというものでございます。 
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 説明は以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見，ご質問ございますか。 

 よろしいですか。 

○委員（木村矩男君） 各学校のご父兄のご意見というのはありますか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 食材の放射線測定に関しましては，ホームページに掲載

しておりますが，ご父兄のほうからご意見というのは特段ございません。今現在，放射能関

係で給食をとっていないという方は，牛乳で 1件だけ，お一人だけいらっしゃいます。 

 それ以外の方は，特に問い合わせもなく，当初，毎週水曜日，町内の学校 1校ずつ測定し

ていたんですけれども，平成 27年 9月に給食費が足りなくなってきて，測定回数を減らし

てきて，月 2回にいたしました。給食費については，町でもいろいろ助成しているんですけ

れども，結構厳しい状況が続いていまして，基本的には八百屋さんのほうから購入している

ものなので，出荷する前に検査は必ず行っていますので，そこから購入しているものを，ま

たこちらで放射能検査する必要はないんではないかということで，今回 3 月をもって終了

させてもらいたいというふうに思っています。 

 お米については，農協から一括で仕入れていますので，そちらのほうで当然放射線検査は

行っています。直接町の農家さんから納入しているものはありませんので，終了させてもら

えたらなというふうに思っています。 

○委員（木村矩男君） お知らせはしてあるの。やめますよという。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 放射能測定検査については，ホームページのほうでお知

らせしますので，3月をもって終了いたしますというお知らせは，ホームページでお知らせ

をいたします。 

 平成 27年 9月に 2回にした際も，ホームページでお知らせはしています。 

○委員（木村矩男君） 教育委員会が終わったら早速載せるということですか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） ホームページに掲載いたします。 

あと，一旦はここで終了しますけれども，町民の方が経済課のほうに野菜とか持ってきて

いただいて経済課で検査もしていますので，その結果を見て必要となれば，利根町の検査機

器なので，すぐにでも再開するような形で対応はしたいと思います。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） その他で何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） なければ，平成 30年 3月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

午後 3時 25分閉会 

 


